
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和６年６月２５日（火）   開会 午後 ３時 

閉会 午後 ４時０８分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 第一研修室 

３ 議 長 会長職務代理者 植田 美惠子 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  岸本  昇   ２番委員   瀬畑 俊夫   ３番委員   佐野 泰弘 

  ４番委員  野口 俊廣   ５番委員   大貝 美治   ６番委員   金澤 敬治 

  ７番委員  宮崎  学  ９番委員  川人 泰博  10番委員  佐々木永薫 

 12番委員   坂東 賢二  13番委員  石田 幸夫  14番委員  植田美惠子 

 15番委員  廣瀬 長市  16番委員  谷川 興一  17番委員  鎌田 良仁 

 18番委員  政岡   茂  19番委員   市岡 沙織 

＜農地利用最適化推進委員＞ 

３番委員   宮本 忠佳   ５番委員  長谷川豊司   ８番委員  原田 和彦 

10番委員  奥田 雅之 11番委員  松浦 義幸  13番委員   岡田 敏明 

15番委員  廣瀬 佳輝  16番委員   美間  亮  17番委員  近藤 和隆 

18番委員  赤川  勉 

５ 欠席者 ＜農業委員＞ 

８番委員   久米 裕純  11番委員  板東美佐緒  

＜農地利用最適化推進委員＞   

なし 

６ 欠 員 なし 

７ 傍聴者 なし 

８ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議案件 

（農地関係議案） 

第１号議案   農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

第２号議案  農地法第４条の規定による許可申請の審議について 

第３号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

 第４号議案  農地転用の事業計画変更申請の審議について 

  第５号議案  非農地証明願の審議について 

 第６号議案  相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

 第７号議案  農用地利用集積計画の承認について 

 

報告事項 

（農地関係） 

 １．農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について 

 ３．農地法第１８条第６項の処理について 

 ４．地目変更登記に係る照会に対する回答について 

 ５．転用届出の取消について（５条届出） 
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（開会 午後３時） 
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それでは、定例総会を始めます。本日の議長は会長職務代理者の植田委員が務める

こととなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和６年６月徳島市農業委員会総会を開会いたします。 

本日の総会は、農業委員１９名のうち半数を超える１７名が出席しており、会議が

成立しております。欠席の届出がありました委員は、議席番号８番久米裕純委員、議

席番号１１番板東美佐緒委員です。 

はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定によ

り、議長が指名します。議席番号１５番廣瀬長市委員と、議席番号４番野口俊廣委員

の両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請

の審議を開始します。事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請について御説明し

ます。議案書１ページを御覧ください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられな

いと思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺

への支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、

不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個

別に説明をさせていただきます。 

１番は、譲渡人から譲受人へ、農業廃止による売買で、農地２筆の所有権を移転す

るものです。譲受人の耕作面積は許可後５８ａに至り、譲受人は対象地において、果

樹の栽培を行うとのことです。 

２番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後７６ａに至り、譲受人は対象地におい

て野菜の栽培を行うとのことです。 

３番は、譲渡人から譲受人へ、農地と非農地との相互交換で、農地１筆の所有権を

移転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後２６ａに至り、譲受人は対象地にお

いて野菜の栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地２筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後１４ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜の栽培を行うとのことです。 

５番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地８筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後２８ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜、球根、果樹の栽培を行うとのことです。なお、譲受人は新規就農者である

ため、八万地区で新規就農面談を行いました。 

６番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与で、農地１筆の所有権

を移転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後９ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、ニンジンの栽培を行うとのことです。なお、譲受人は新規就農者であるため、

応神地区で新規就農面談を行いました。 

7番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与で、農地１筆の所有権

を移転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後３１ａに至り、譲受人は対象地に

おいて、果樹の栽培を行うとのことです。 

８番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与で、農地１筆の共有持
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分 2 分の１の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後１４４ａに

至り、譲受人は対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

９番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地２筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後１２１ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

１０番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地１筆

の所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後３７８ａに至り、譲受人

は対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

１１番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を

移転するものです。譲受人の耕作面積は、許可後５０ａに至り、譲受人は対象地にお

いて、水稲の栽培を行うとのことです。 

１２番と１３番は、譲受人が同一なので併せて説明させていただきます。譲渡人か

ら譲受人へ、相手方の要望による売買で、それぞれ農地１筆の所有権を移転するもの

です。譲受人の耕作面積は、許可後１４ａに至り、譲受人は対象地において、野菜や

果樹の栽培を行うとのことです。なお、譲受人は新規就農者であるため、北井上地区

で新規就農面談を行いました。 

第１号議案は以上１３件で、対象地は、田６,６９４㎡、畑４,１７５.９１㎡、合計

１０,８６９.91㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

それでは、５番の新規就農面談に参加していただいた、八万地区の大貝委員さん、

新規就農計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１４日の午後２時より、５番案件で新規就農面談を実施いたしましたので報告

します。参加者は、私と譲受人側２名、事務局２名の５名です。 

譲受人は、所有者の親類で対象地を整備し耕作をしていたとのこと。今回、将来の

ことを考えて名義を変更しようと考え、申請に至ったとのことです。譲受人は、対象

地において、これまでも野菜、球根、果樹の栽培をし、ネット販売もしており、営農

に問題はないと思われます。今回の申請が許可されれば、野菜、球根、果樹の栽培を

行い、作物は、これまでどおりネット販売をしたいとのことです。 

結論として、今回の３条許可については、八万地区の委員として、問題ないのでは

ないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして６番案件の新規就農面談に参加していただい

た、応神地区の坂東委員さん、新規就農計画の内容等について、御心証などはいかが

でしたでしょうか。 

 

今月１３日の午後２時より、６番案件で新規就農面談を実施いたしましたので報告

します。参加者は、私と岡田推進委員、譲受人側３名、事務局２名の７名です。 

譲受人は、大学生で、親戚が農業を継続することが困難になり、引き受け先を探し

ていたところ、先祖代々の土地を他人の手に渡すことが、忍びないため、家族と一緒

に引き受けようと考えて、申請に至ったとのことです。譲受人は、農業の経験がない

ものの、周辺の農家に、営農の方法は聞きながら行っていきたいとのことでした。も

ともと、地元にお住まいの方でもあり、営農に問題はないと思われます。今回の申請

が許可されれば、ニンジンを中心に栽培を行い、自家消費と近隣住民に配る計画との
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ことです。 

結論として、今回の３条許可については、応神地区の委員は一致して、問題ないの

ではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして１２番と１３番案件の新規就農面談に参加し

ていただいた、北井上地区の赤川推進委員さん、新規就農計画の内容等について、御

心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１２日の午後３時より、１２番案件、１３番案件で新規就農面談を実施いたし

ましたので報告します。参加者は、私と政岡委員、譲受人側１名、事務局３名の６名

です。 

譲受人は、会社を経営しており、遊休農地の草刈などを請け負っているとのことで

す。今回、草刈だけでなく、実際に野菜などの栽培をしたいと考え、申請に至ったと

のことです。譲受人は、農業の経験がないものの、対象地で、果樹や野菜の栽培を行

っていきたいとのことでした。もともと、植えられている果樹の栽培を行うため、営

農に問題はないと思われます。今回の申請が許可されれば、果樹や野菜の栽培を行い、

将来的には販売したいとのことです。 

結論として、今回の３条許可については、北井上地区の委員は一致して、問題ない

のではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。新規就農面談に参加されました委員からの意見は以上で

すが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、

御質問はありませんか。 

それでは、特に御意見が無いようですので採決いたします。第１号議案の農地法第

３条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第１号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審

議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議について御説明し

ます。議案書４ページを御覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。申請人

は所有する農地を、露天農業用資材置場に転用するものです。しかし、本申請地は既

に転用行為が行われていたため、農地法の手続きを取らなかったことを反省する旨の

始末書の提出があります。 

２番の申請地は、集団農地でかつ高性能農業機械による営農に適した甲種農地に該

当しますが、不許可の例外規定である一時的な利用に該当し、また、農地を分断する

おそれはありません。申請人は、平成26年から申請地で営農型太陽光発電施設を設

置しており、今回が４回目の一時転用の更新申請となります。営農作物は、ミョウガ

とカリフラワーです。それぞれの作物にあった遮光率となるようパネルを設置してお

り、知見を有する者からの意見書も提出されています。機械も自身で保有しており、

収支の見込み書にも問題は見受けられません。前回の更新時は、収穫量が地域の平均

単収の８０％に満たなかったため、一時転用の期間を２年と短くしましたが、昨年の
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収穫量が地域の平均単収の約８０％となったことから、今回の転用期間は３年となっ

ております。 

以上、全案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準にお

いて、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、資材置場とな

っている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済であり、農地

区分が甲種農地である２番案件については地区審査を実施しました。 

第２号議案は、全２件で地目は、田が４.４３㎡、畑が９３.７０㎡で合計が 

９８.１３㎡です。転用目的の内訳は、駐車場・資材置場が８９㎡、その他施設用地が

９.１３㎡です。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、２

番案件の地区審査に参加していただいた、北井上地区の政岡委員さん、転用計画の内

容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月６日に２番案件で地区審査を実施しましたので報告します。参加者は赤川推進

委員と私の委員２名、転用者側１名と事務局３名の合計６名です。 

申請地は、国府町西黒田字北傍示と、国府町東黒田字朝日にあり、どちらも甲種農

地に区分されるとのことです。対象地に営農型太陽光発電施設を設置し、下部の農地

でミョウガとカリフラワーを栽培しています。前回の更新のときは、収穫量が基準に

達しませんでしたが、昨年の収穫量は平均単収の約８０％であり、品質も問題ないと

のことです。すきとく市で販売しており、売上明細も提出されています。 

結論として今回の転用許可申請については、下部の農地で営農の適切な継続が見込

まれるため、北井上地区の委員は一致して、問題ないと判断しました。報告は以上で

す。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はあり

ませんか。 

それでは、特に御意見が無いようですので採決いたします。第２号議案の農地法第

４条の規定による許可申請は、１番を許可し、２番案件を許可相当として県に諮問す

ることに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第２号議案については１番を許可し、２番案件を

許可相当として県に諮問することに決定いたしました。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始します。

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、御説明します。 

議案書５ページを御覧ください。 

１番と２番は転用者が同一であるため併せて説明します。申請地は、いずれも公共

投資の対象となっていない第２種農地に該当します。所有権を移転し、譲受人が太陽

光発電施設に転用するものです。 

３番と４番は転用者が同一であるため併せて説明します。申請地は、いずれも公共



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

政岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 
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投資の対象となっていない第２種農地に該当します。３番は所有権を移転し、４番は

使用貸借権を設定して農家住宅に転用するものです。 

 ５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。使用貸

借権を設定し、畜産業を営んでいる借人が牛舎に転用するものです。 

以上、全案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準にお

いて、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用規模が大規模である５

番案件については地区審査を実施しました。 

第３号議案は全５件で、地目は、田が２,９９６.１９㎡、畑が２,６０４.０７㎡で合

計が５,６００.２６㎡です。転用目的の内訳は、住宅用地４１０.１９㎡、その他施設

用地が５,１９０.０７㎡となります。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお

願いします 

 

事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、５

番案件の地区審査に参加していただいた、北井上地区の政岡委員さん、転用計画の内

容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１２日に５番案件で地区審査を実施しましたので報告します。参加者は赤川推

進委員と私の委員２名、転用者側２名と事務局３名の合計７名です。 

申請地は、国府町東黒田字榎島にあり、第２種農地に区分されるとのことです。申

請者は畜産業を営んでおり、フリーストール牛舎を建築するとのことです。新設の牛

舎内に搾乳ロボットも導入し、効率的に作業を行う計画です。取水は、打ち込みの井

戸水を利用します。排水は、浄化槽及び沈殿桝を設け、既存の排水管を通じて放流す

るとのことで、地元土地改良区の排水同意書が提出されています。隣接地の間にはコ

ンクリート擁壁があり、土砂の流出も心配ないとのことです。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても問題なく、北井上地区の委員は、一

致して、許可はやむを得ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いしま

す。 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はあり

ませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第３号議案の農地法第５条

の規定による許可申請については、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第３号議案は全案件を許可することに決定いたし

ました。続きまして、第４号議案、農地転用の事業計画変更申請の審議を開始します。

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第４号議案、農地転用の事業計画変更申請について御説明します。議案書

６ページを御覧ください。 

１番は、露天資材置場として許可していたもので、変更内容は土地利用計画図の造

成高について整地のみから砕石盛４０ｃｍへ変更し、西側境界について見切コンクリ
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ートの新設からL型擁壁の新設に変更するものです。変更理由としましては、当初計

画していた整地のみのままだと車両が出入りする度に土砂が流出するためです。しか

し、申請地は既に転用行為が行われており、農地法の手続きを事前にとらなかったこ

とを反省する旨の始末書の提出があります。 

２番は、露天資材置場として許可していたもので、変更内容は土地利用計画図の造

成高について当初５０ｃｍから８０ｃｍに変更し、西側境界についてコンクリートブ

ロックを設置し、北側境界については、法面施工から囲いフェンスに変更するもので

す。変更理由としましては、当該申請地は、以前はレンコン畑であったことから地盤

がゆるくなっており、当初の計画で地盤を固めるのが困難となったためです。しかし、

申請地は既に転用行為が行われており、農地法の手続きを事前にとらなかったことを

反省する旨の始末書の提出があります。以上、全案件につきましては、今回の変更に

伴った資料一式が提出されており、農地法に規定されている立地基準及び一般基準に

おいて、許可要件を満たしているものと思われます。 

第４号議案は、２件で、地目は田のみ１,１６２.０２㎡、転用目的の内訳は、駐車

場・資材置場になります。以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第４号議案の農地転用の事

業計画変更申請については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

 異議なし 

 

異議がないということですので、第４号議案については、全案件を承認することに

決定いたしました。続きまして、第５号議案、非農地証明願の審議を開始します。そ

れでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第５号議案、非農地証明願について御説明いたします。議案書 7 ページ

を御覧ください。 

 １番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。申請

地は昭和34年頃より隣接する土地に居宅を建設した際に、農地であることを知らず

に宅地の一部として利用されているとのことです。１番は、農地として機能していな

い状態が継続しており、非農地化の確認資料としましては、昭和47年10月24日

撮影の航空写真があり、また、現地が非農地化していることを現地調査でも確認して

おります。 

 ２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。申請

地は昭和35年以前より法人の事業用の作業場・資材置場等として、農地であること

を知らずに利用してきたとのことです。２番は、農地として機能していない状態が継

続しており、非農地化の確認資料としましては、昭和50年１月24日撮影の航空写

真があり、また、現地が非農地化していることを現地調査でも確認しております。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。申請

地は平成12年頃に農業用倉庫及び車庫を、農地であることを知らずに新築したとの

ことです。３番は、農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認

資料としましては、平成15年4月6日撮影の航空写真があり、また、現地が非農

地化していることを現地調査でも確認しております。 

4番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。申請
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地は平成元年から10年の間に倉庫として、農地であることを知らずに建築したとの

ことです。4番は、農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認

資料としましては、平成8年4月13日撮影の航空写真があり、また、現地が非農

地化していることを現地調査でも確認しております。 

第５号議案は4件で、対象地は田１,８３６㎡、畑４９３㎡、合計２,３２９㎡です。

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第５号議案の非農地証明願

については、全案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議がないということですので、第５号議案については、全案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。続きまして、第６号議案、相続税の免除予定事案に係る

特例農地利用状況の確認についてを開始します。それでは事務局より、議案の説明を

お願いします。 

 

それでは第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況について御説

明いたします。議案書８ページと９ページを御覧ください。 

１番は、一部宅地への進入路が含まれている農地がありますが、当初より除外され

ています。また、９の農地の売却については、すでに税務署の照会文書からも除外さ

れており問題ありません。そして前述以外のその他の農地は問題なく耕作を継続して

おります。 

２番は、全ての農地で耕作を継続しております。 

３番は、全ての農地で耕作を継続しております。 

第６号議案は以上３件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積

は、田８,４１９㎡、畑３１,６２５．２６㎡、計４０,０４４.２６㎡です。御審議をよ

ろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第６号議案の相続税の免除

予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議は

ございませんか。 

 

意義なし 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。 

続きまして、第７号議案、農用地利用集積計画の承認についての審議を開始します。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

 それでは第７号議案、農用地利用集積計画について御説明します。それでは、議

案書１０ページを御覧ください。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法等の
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一部を改正する法律附則第５条第 1 項により従前の例によるとされた、改正前の農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定める、利用権設定に関する要件はすべて満

たしていると思われます。 

今月は新規設定が３５件、再設定が４５件で合計８０件となっており、そのうち、

賃貸借権が６１件、使用貸借権が１９件となっております。なお、４０番について、

新規就農面談を行いました。 

設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番から５番が、多家良地区６筆・５

件、６番から１２番が、勝占地区１６筆・７件、１３番が、八万地区９筆・１件、１

４番と１５番が、上八万地区４筆・２件、１６番が、入田地区１筆・１件、１７番と

１８番が、不動地区２筆・２件、１９番から２７番が、応神地区１６筆・９件、２８

番から３３番が、川内地区２０筆・６件、３４番から４６番が、国府地区２２筆・１

３件、４７番から６８番が、南井上地区６６筆・２２件、６９番から８０番が、北井

上地区３２筆・１２件となっております。 

利用権設定については以上で、田６２筆６３,８３７㎡、畑１３２筆 

１６２,９７２.５０㎡の合計１９４筆２２６,８０９.５０㎡となります。 

 なお、35・39・41・43・47・49・51・56・67については農地中間管理機

構を通じて使用貸借権の設定を行い、34・36・42・50・52・53・58・59・

60・61・64・65・66・68・69・71・77・80 については農地中間管理機構

を通じて賃貸借権の設定を行いました。 

第７号議案の農用地利用集積計画についての説明は以上です。御審議をよろしくお

願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、４

０番の新規就農面談に参加していただいた、国府地区の谷川委員さん、新規就農計画

の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月６日の９時３０分から４０番案件で新規就農面談を実施いたしましたので報

告します。参加者は美間推進委員と私の委員２名と、借受人１名、事務局３名の６名

です。 

借受人は、松山市の祖父母が農業を行っており、手伝いをしながら、農業に接して

いたそうです。徳島で、自家消費するために耕作する農地を探していましたが、農地

の貸借希望リストを閲覧し、耕作したい農地があったため、今回、利用権を設定に至

ったものであります。当面は、家族で食べるために野菜を栽培し、先には、こども食

堂に提供していきたいとのことです。 

結論として、兼業で自家消費するために耕作をするとのことで、耕作していない農

地を草刈りから行い、野菜の栽培をしようとしているため、利用権の設定は問題なく、

貸主や周辺農地への影響を考慮しながら、今後も、耕作してもらいたいとの心証を持

ちました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。新規就農面談に参加されました委員からの意見は以上で

すが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、御質

問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第７号議案の農用地利用集

積計画については、全案件を承認することに異議はございませんか。 
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異議なし 

 

異議がないということですので、第７号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。 

引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願いします。 

 

それでは報告事項について説明します。 

それでは、議案書２２ページと２３ページを御覧ください。１番は、農地法第３条

の３の規定に基づく権利取得の届出についてです。相続による権利取得７件受理しま

した。 

議案書２４ページを御覧ください。２番は、農地法第５条第１項第６号の規定によ

る市街化区域内の農地転用の届出についてです。２件受理しました。 

議案書２５ページを御覧ください。３番は、農地法第１８条第６項（合意解約）の

処理についてです。５件受理しました。 

議案書２６ページを御覧ください。４番は、地目変更登記に係る照会に対する回答

についてです。４件回答しました。 

議案書２７ページを御覧ください。５番は、転用届出の取り消し、５条についてで

す。１件受理しました。報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。  

それでは、以上をもちまして、令和６年６月徳島市農業委員会総会を閉会いたしま

す。次回は７月３０日火曜日の開催予定となっておりますので、よろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

 

 


